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一、問題の所在

　この論題でまず念頭に浮かぶのは、我が国において近時論議の的とな

っている次のような問題群である。

（１）　いわゆる「金敬得氏問題」

　１９４９［昭２４］年、貧しかった「在日コレアン」の父のもと６人兄弟の
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まとめにかえて

＊本稿は、２００７（平成１９）年１月１４日（日）に大阪府教育会館たかつガーデンで開かれ

た法制史学会近畿部会新年会での懇親会の前座としての「研究報告」の原稿として

作成したものである。案内状では、「法律専門職における国籍条件―ドイツと日本：

「国民」（������）形成の光と陰の中で―」という論題を掲げ、法律専門職資格取得に

おける国籍条件の問題について、日独両国における「国民国家」の形成過程とその

特性との絡みで法制史的に論じる予定であった。ドイツにおけるこの問題は、とり

わけ改宗ユダヤ人、ドイツ国籍取得ユダヤ教徒、第一次世界大戦でドイツ人として
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次男として和歌山市に生まれた金敬得氏は、早稲田大学法学部卒業後就

職差別という壁に阻まれ、アルバイトをしながら図書館に通って法律の

勉強を続け、１９７６［昭５１］年、ついに司法試験に合格した。ところが最

高裁判所は、司法修習生は公務員の身分であるから、たとえ司法試験に

合格しても外国国籍者は採用できないので、日本国籍を取得するように

という方針を示した。それまでに約１０名の外国籍の司法試験合格者が、

自らの国籍を棄て、日本国籍を取得して司法修習生に採用され、弁護士

になってきたということであっ�た�。
（１）

戦ったユダヤ教徒、といった微妙な区別を伴いながらも、２０世紀３０年代国民社会主

義（����������	�����
��）の台頭による「非アーリア系」裁判官・弁護士の全面的な

資格剥奪ないし「制限」、そしてその基礎にある「国民国家」（�����������	）の人種

的意味合いを持つ「民族国家」（����������）への変質の問題として現れた。近時のド

イツ法史学における実証的な研究によるその具体的な実態の解明を紹介し、それと

比較して日本における「国民国家と法職資格」を論ずるべきであったが、時間の関

係で本稿のような「研究報告」になってしまった。それにもかかわらず、報告の機

会を与えていただいた部会幹事および参加された多数の会員諸兄からは、その間の

事情についてご理解をいただき、その後の質疑応答と歓談の場で貴重なご意見を伺

うことが出来た。ここに記して感謝するとともに、それに応えるためにも出来るだ

け早くこの日本に関する成稿分を公表し、引き続きドイツの法曹史におけるユダヤ

人問題やアメリカ法曹史における人種問題に取り組んでいきたいと考えている。

　また、本稿の論題の「法律専門職」は、英語の��������	
����	を意味する。����

�������の古典的な要件は、①高度の専門知識（試験、資格認定制度）、②自由・独

立職（報酬�������制）、③団体自治権（自主懲戒権）、④高い倫理性、⑥顧客から

の強い信頼性、である。従って、基本的には「弁護士職」が中心となる。広義では、

裁判官、検察官、および「隣接法律専門職」（公証人、司法書士、弁理士、税理士、

社会保険労務士、行政書士、等）を含めることもできる。裁判官や検察官について

は、少なくとも「近代国家」成立後は、外国国籍保持者の任用は見られない。公証

人、水先案内人は、現在も日本では国籍条件がある。司法書士や弁理士についても

法律上あるいは事実上の国籍条件があった時代があったが、これら隣接法律職につ

いては別稿に譲りたい。

（１）　田中宏『在日外国人』（岩波新書、１９９１年）、特に１２８―１３２頁。なお金敬得弁護

士は２００５年１２月２８日５６歳で他界された。
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　そこで、「金敬得君を支援する会」が、大学教授や弁護士、知人などに

よって結成され、６次にわたる意見書と資料が、最高裁判所に提出され

た。最高裁（当時の長官は戦後第７代、唯一例の弁護士出身藤林益三氏）

は、幾度かの裁判官会議での慎重な討議を重ねた結果、遂に１９７７（昭５２）

年３月２３日、「金敬得氏については日本国籍がないことを理由として司法

修習生不採用とはしない。直ちに採用手続に移る」との決定を下し、４

月１日付で金氏は韓国籍のまま司法修習生に採用され、２年後弁護士登

録を果たしたという事件である。この経緯については、支援の中心であ

った田中宏氏（当時、愛知県立大学教授）と原後山治氏（弁護士）によ

る『司法修習生＝弁護士と国籍』において、関連資料とともにその経緯

が詳細に記録され公表されてい�る�。
（２）

　それを読むと、当時様々な意見が出されており、なおも次のような問

題が残っていたことがわかる。

①この最高裁決定は確定的なものなのか、それとも金敬得氏に限っての

例外的措置なのか。

②ドイツと同様に、司法修習生を経た弁護士は「裁判官資格」を得たと

みなされるが、司法修習生が裁判官就任を希望した場合、外国籍のまま

で裁判官になれるのだろうか。

③当時、第６代最高裁長官矢口洪一氏は、このような慣行は弁護士会の

意見を十分に聞いて行われてきたのだとしてい�た�。「戦後３０年間続いたこ
（３）

（２）　田中浩・原後山治『司法修習生＝弁護士と国籍―金敬得問題資料―』（日本評

論社、１９７７年）。

（３）　１９７４［昭４９］年２月１９日の第７２回国会衆議院法務委員会において、矢口洪一

最高裁長官（代理者）は、「昭和３２［１９５７］年の採用時以降、国籍のないことが

［司法修習生採用の」欠格条件であるという募集要項による明文の要件を設けた」

と明言していた。衆議院法務委員会議録６号、１９７４［昭４９］年。国会図書館国会

会議録詮索システム������������	
��
��
�����	��	����������……「７２―衆―法務委

員会―６号、昭和４９年０２月１９日」。以下の［　］や下線は筆者。
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の慣行」の背景には、どのような史的経緯があるのだろうか。

　［６０／６７］○勝見政府委員　現在削除されております弁護士法七条の関係で最高裁

判所の許可を得ておりました外国人の弁護士の方は、現在経過規定で準会員とさ

れております。

　［６１／６７］○稲葉（誠）委員　そうすると、司法修習生は公務員ではないわけです

から、公務員でない司法修習生、そして将来弁護士になりたい、日本で弁護士活

動をやりたい、そういう人に対して試験だけは受けさせる。受かる。受かったは

いいけれども、修習生には採用されない。そうすると弁護士の資格はとれないと

いうことですか。自分の国で弁護士の資格をとってきてやれば、日本で弁護士活

動ができるということだから、そこで満足している、こういう行き方になってい

るのですか。これはぼくはよくわかりませんけれども、判検事やなんかならちょ

っとおかしいと思うのですけれども、修習生は日本人じゃなくたっていいんじゃ

ないかと思うのですが、その理由はどうなんですか。

　［６２／６７］○勝見政府委員　ただいまお尋ねの前段の点についてお答えいたします

と、外国の弁護士の資格のある方が現在日本で弁護士活動を行なうことはできな

いことになっております。

　［６３／６７］○矢口最高裁判所長官代理者　修習生の採用にあたって外国人でもいい

ではないかというお尋ねでございますが、確かに日本人でなければいけないとい

う趣旨の明文の規定がございませんので、現行法の解釈として積極、消極の両説

が考えられるところでございます。最高裁判所ではこの点慎重に検討いたしまし

て、昭和三十二年の採用時以降、国籍のないことが欠格条件であるという募集要

項による明文の要件を設けたわけでございまして、自来そのような扱いをいたし

ておるわけでございますが、その理由として申し上げ得ることは、修習制度が将

来のわが国の法曹を国家の費用によって養成する制度であるということ、また修

習生は、法律上は国家公務員ではございませんけれども、最高裁判所が任免権を

持っておりまして、兼職を禁止されております。修習によって知り得た秘密を守

る義務が課せられております。また御承知のように公務員に準じた給与を受ける

ということで、実質的には公務員とかわらない面を非常に多く持っておるわけで

ございます。

　　そういうことから考えますと、明文の規定は欠いておりますけれども、現在の

修習制度というものを考えます以上は、やはり日本国民を対象として設けられた

ものであるといわざるを得ないということでございまして、それが今日日本国籍

を欠くということを欠格条項としておる理由でございます。もちろん、こういっ

た考え方につきましては、長い時間がたっておりますので、国籍ということを問

題にするとしても、もっと広い視野からの相互主義というものを考えるべきでは
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④「アメリカでは、１９７３年６月２５日の連邦最高裁グリフィス事件判決で、

外国人の司法試験受験禁止は修正憲法１４条（平等条項）違反との判断を

示し、アメリカ全州で外国人弁護士誕生の道を開いていた」（原後山�治）�。
（４）

つまり、アメリカ合衆国も、１９７０年代の中頃まで、アメリカ国籍（市民

権）を取得しない限り、各州の司法試験（���������）を受験できないか、

弁護士登録が出来なかったという事実があった。従って、このような国

籍条件は近代の「国民国家」（�����������	）の常識だったのではないか、

という疑問も残る。そのために、金氏を支援する会の論拠の一つとして、

「金氏を外国人一般と同一視すべきではない」ということも言われてい

た。そうすると、「一般外国人」は、やはり原則として日本国の法律専門

職には就任できないのか、という問題が残るのである。

（２）　「外国法弁護士」問題

��同じ１９７０年頃から、外国の弁護士が日本の国内で「非弁活動」をやっ

ているのではないか、ということが問題になってきてい�た�。すなわち、
（５）

ないかといったような考えもあり得るわけでございますが、当時これをきめます

にあたりましては、日本弁護士連合会の御意見等も十分に伺いまして、このよう

な扱いをきめたということでございます。

　○稲葉（誠）委員　それは外国人という意味の中に、戦争前には日本人であった

者、それでその後に自分の意思によらないで日本国籍を離れた者、そして日本に

生まれ、日本に育って永住権を持っておる、こういうような人たちの問題、そう

いう人たちに対して、司法試験を受ける、そして受かれば修習生になる、一応判

検事になるということは別として、その程度のことは当然認められてもいいので

はないかと考えるわけですが、これはいまここの問題というよりも将来の研究の

一つの課題としてとっておきたい、こういうふうに思うわけです。」

　田中浩・原後山治前掲書、１１９頁にも資料として引用されている。

（４）　原後山治「外国人の司法修習生採用―国際主義へ、さらに歩を進めよ―」（１９７７

年４月１９日「朝日新聞」東京朝刊「論壇」。注（２）文献３６４―３６６頁に再録。同氏Ｈ

Ｐにも掲載。������������	
�����������
�
���）

（５）　例えば、１９６４［昭３９］年に発表された妹尾晃「在外弁護士の実態」（「ジュリ
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外国の弁護士資格は日本では全く意味を持たないのか。日本に支店を置

き、企業活動や事業を行っている外国企業、あるいは日本に在住したり

働いたりしている自国民（つまり在日外国人）に法律上の助言をしたり、

契約書などの法律行為の手助けをしたりすることは、弁護士法第７２条、

第７３条にいう「非弁活動」になるのかという問題であ�る�。
（６）

（３）　国籍条件撤廃の運動は、周知の通り、地方参政権、地方自治体の

公務員、さらには権力行使に関係のない国家公務員にまで広がってきて

いる。新しく導入された裁判員制度においても、陪審員の選出方法にな

らって裁判員を選ぶのだから、選挙人名簿と外国人登録台帳とをあわせ

た「裁判員候補者名簿」を作成すべきだという主張も出てきてい�る�。従
（７）

スト」№３０９号、１９６４［昭３９］年１１月１日）、児玉公男「日本における外国人弁護

士の諸問題」（「ジュリスト」№４２７，１９６９［昭４４］年７月１日）

（６）　弁護士法第７７条「次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役に処

する。

　１．第２７条［非弁護士事件からの周旋の受理、名義貸の禁止］（第３０条の２０［弁護

士法人について準用］において準用する場合を含む）の規定に違反した者

　２．第２８条［係争権利の譲り受け禁止］（第３０条の２０［同上］において準用する場

合を含む）の規定に違反した者

　３．第７２条［弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非

訟事件及び審査請求、異議申立、再審請求等行政庁に対する不服申立事件そ

の他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事

務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることが出来ない。た

だし、この法律又は、多の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。］

の規定に違反した者

　４．第７３条［何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段

によって、その権利の実行をすることを業とすることが出来ない］の規定に

違反した者」

（７）　例えば、陪審制度研究会「新刑事陪審裁判法案（理想的刑事陪審法案）・試案。

……第１４条（陪審員候補者原票の作成）：①市町村長は３年ごとに住民登録原票及

び外国人登録原票を調整し、所定の期日までに、陪審員候補者原票を作成する。」
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来の近代「国民国家」の観念の揺らぎが、今日問題になっているともい

えるのであ�る�。
（８）

二、日本近代における弁護士の国籍条件

　そこで、そもそも法律家であるために国籍条件は必要なのだろうか、

いつ頃なぜ必要と考えられるようになったのか、といった問題について

法史学的に検討することから始めたい。周知のように、我が国の戦前の

「旧々弁護士法」、すなわち明治２６［１８９３］年制定の「弁護士法」は、そ

れまでの「代言人」の語に代えて「弁護士」という職名を用い、我が国

の近代的な弁護士制度を初めて確立した法律であるとされる。現在の弁

護士や弁護士会によって書かれた弁護士史の著作においては、それまで

の「代言人」は好ましくない「前史」として扱われるのが通例であ�る�。
（９）

とはいえ、明治５年から明治２６年までの約２０年間の代言人制度が後の時

代の弁護士制度に影響を残したといわれるだけに、無視すべき時代では

ないと思われるので、ここで瞥見しておく。

（������������	
����	��
�����	�����������������	�
������������
）。 また、２００６

年１２月１４日に開かれた甲南大学法学部・言語文化センター共催『日独法文化の比

較シンポジウム』において、ドイツの参審員資格の一つとして「ドイツ人である

こと」が法律で明記されているというドイツ裁判官の報告、および刑事被告人の

８人に一人が外国人であるという日本の裁判官の報告に関連して、日本の裁判員

にはなぜ永住権をもつ在日外国人は選ばれえないのかという趣旨の質問がフロア

ーから出されていた。

（８）　「国民国家」の概念とその揺らぎについては、さしあたり、田中浩・和田守一

編『民族と国家の国際比較研究』（未来社、１９９７年）、国際結婚を考える会『二重

国籍』（時事通信社、１９９１年）、拙稿「『ナティオーン』（国民、民族）概念につい

ての覚書」（黒田編『マックス・ヴェーバーにおける「民族」問題の周辺」甲南大

学総合研究所叢書第８２号、２００５年）。

（９）　その一例として、大野正男編『講座「現代の弁護士」２』（日本評論社、１９７０

年）の第一章第二節は「弁護士前史―代言人制度―近代弁護士制度の跛行的発展」

と題されている。
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（１）　明治前半期の「代言人」にとっての国籍条件

��まず、１８７２（明５）年に制定された「司法職務定制」は、新しく創設さ

れた「代言人」に特別な資格を定めてはいなかっ�た�。
（１０）

「司法職務定制」（１８７２［明５］年同年８月３日太政官第無号達公布、同

年同月２４日司法省無号達決定）

　第四十三條　代言人　

　　第一　各区代言人ヲ置キ自ラ訴フル能ハサル者ノ為ニ之ニ代リ其訴ノ

事情ヲ陳述シテ冤枉無カラシム……

　そして、翌年の「代人規則」によって、誰でも「代人」となって、訴

訟上の代理を務めることが可能であった。開港時以来の横浜や神戸で発

行された英字新聞の広告欄には、不動産法や相続法に関する法律コンサ

ルタントの広告が見うけられ�る�。
（１１）

「代人規則」（１８７３［明６］年太政官第２１５号布告、同年６月１８日公布実施）

　第一條　凡ソ何人ニ限ラス己ノ名義ヲ以テ他人ヲシテ其事ヲ代理セシム

ルノ権アルヘシ

　１８７６［明９］年制定の「代言人規則」（司法省甲第１号布達、同年２月

２２日公布）で、代言人に免許制度が採用されるが、国籍や性別を限定し

ていないだけでなく、能力についてもまだ明確な基準はなかった。

（１０）　以下、法令条文の引用は、特に断りのない限りは『法令全書』（大蔵省印刷

局）による他、『日本弁護士沿革史』（日本弁護士連合会、１９５９年）などを参照。

（１１）　１８７０［明３］年に横浜で発行された『ジャパン・メイル』、続く『ジャパン・

ヘラルド』、『Ｊ・ガゼット』（夕刊）は横浜三大英字紙と呼ばれる。また『ジャパ

ン・クロニクル』は神戸の居留地で発行されていた。鈴木雄雅「幕末・明治期の

欧字新聞と外国人ジャーナリト」（『コミュニケーション研究』第２１号、１９９１年。

�����������	
����	�	������������	
��������
�）。これらの中で外国人の法律家の存

在が推測される。
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「代言人規則」（１８７６［明９］年司法省甲第１号布達、同年２月２２日公布）

　第一條　凡ソ代言人タラントスル者ハ先ス専ラ代言ヲ行ハント欲スル裁

判所ヲ示シタル願書ヲ記シ所轄地方官ノ検査ヲ乞フヘシ地方官之

ヲ検査スルノ後状ヲ具シテ司法省ニ出ス然ル後其許スヘキ者ハ司

法卿之レニ免許状ヲ下付ス

　とはいえ、その直後兵庫県から次のような司法省への「伺い」が提出

され、その１ヶ月後に出された「司法省指令」には「外国人」の文字が

出てきている。

「代言人規則ニ対スル疑義ニ付テノ司法省指令」（１８７６［明９］年３月４日、

兵庫県伺、司法省指令）��　�
（１２）

　　〔伺〕第一條　外国人ニ係ル原被代言人（即チ内国人）ハ此規則に拘

　　　　　　　　　ハラサルヘキ歟

　　　　　第二條　内国人外国人ニ代言相頼候儀ハ不相成儀ニ候哉

　　　　　　　　　但外国裁判所ニ出ルニハ差支有間敷哉

　　　　　第三條　支那人ノ代言人トナル内国人ニ此規則ヲ遵奉セシムヘ

　　　　　　　　　キ歟

　　　　　　　　……

　　〔指令〕第一條ヨリ第五條ニ至ル　伺ノ通

　つまり開港場神戸居留地を管轄する兵庫県庁では、外国人を相手とす

る代言人や外国人の法律コンサルタントよる代言についての扱いを迷っ

たのであろう。指令の意味は必ずしも明確ではない。そのため、３ヶ月

後に次のような布達が改めて出されている。

「司法省甲第十号布達」（１８７６［明９］年７月６日）

　　代言人規則ニ左ノ一條ヲ追加ス

（１２）　前掲『日本弁護士沿革史』１５―１６頁。



論　　　説

（甲南法学’�０７）４７―４―７０（� ）６１６

　　第十六條　外国人原告ノ時ニ限リ被告ニ於イテ外国人ヲ代言人トシテ

　　　　　　　答弁ヲ為サシムルハ苦シカラス

��つまり、外国人によって訴えられた日本人には外国人の代言人を認め

るという趣旨である。横浜と神戸に散見される外国人の法律コンサルタ

ントは、外国人のため、および日本人被告のために、日本の裁判所で代

言が出来たのである。さらには当時は、免許を必要としない「代人」の

制度もあり、代言人よりも自由に法律顧問や訴訟代理が認められていた

のであるから、外国人の法律相談や訴訟代理は基本的に自由であったと

いってもよい。

　また、イギリスでバリスター（法廷弁護士）の資格を取得して１８７７�

［明１０］年１０月に帰国した星亨のために、司法省は「付属代言人」の制

度（「司法省付属代言人規程」司法省達丙第２２号、明治１０年１２月２４日）を

設け、「官ノ為メ」、および「時宜ヲ得テ、人民ノ嘱託ヲ受ケ、又ハ貧民

ノ為、謝金ナク代言ヲ為」さしめることにした。この制度は１８８１［明１４］

年１月に廃止されるが、アメリカに留学した日本人は、後にその理由が

明らかになるが、弁護士資格ではなく学士号（バチェラー）の学位を取

得して帰国するのに対し、イギリスの法曹学院（インズオブコート）に

留学した日本人は、比較的容易に法廷弁護士（バリスター）の資格を取

得して帰国していた。１８９２［明２５］年１０月３０日に発生した千島鑑と英国

商船との衝突事故の裁判では、在横浜領事裁判所での日本側勝訴、在上

海英国上等裁判所での敗訴を経て、ついに最高裁判所に当たる英国枢密

院で勝訴の判決を日本政府は勝ち取った。そのときの訴訟代理人の一人

が、バリスターの資格を持つ岡村輝彦であったことは有名である。

　外国で取得した「資格」は、当時においては高い評価を受けてい�た�。
（１３）

　１８８０［明１３］年に制定された新「代言人規則」によって、本格的な試
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験制度や「代言人組合」への強制加入制度が定められた。受験資格や

「司法卿ノ免許」申請の条件には、国籍条件は明示的には規定されてい

ない。しかしながら、これによって司法省は代言人に対する選別と統制

を一段と強め、当時の代言人名簿には外国人は全くでてこない。ただ、

領事裁判所での弁護、法律コンサルタントや「代人」としての活動は、

居留地などにおいて外国人によって、かなり公然と行われていたことが

推測され�る�。
（１４）

　１８９０［明２３］年１２月１日に、新しく大日本国憲法の下に制定された

「裁判所構成法」に対応した「弁護士法案」が帝国議会に提案されてい

た。この法案にも、「年齢二十五歳以上ナルコト」とだけあって、日本人

であることが「弁護士」であることの条件とはされていなかった。

「弁護士法案」（１８９０［明２３］年１２月１日帝国議会提出）

　　第三條　弁護士ハ地方裁判所控訴院若クハ大審院ノ弁護士名簿ニ其氏

名ヲ登録シタル後ニ非サレハ職ヲ行フコトヲ得ス

　　第四條　登録願書ニハ左ノ事項ヲ証明スル書面ヲ添フ可シ其証明書ニ

（１３）　東京弁護士会編『弁護士史』（１９３９年）１９―２０頁。千島艦事件については、前

掲『日本弁護士沿革史』８５―８６頁。

　奥平昌洪『日本弁護士史』（巌南堂書店、１９１４年）１３６３頁「無試験免許代言人略

表」は、１８７９［明１２］年から１８９１［明２６］年４月までに無試験で認可された代言

人の各年毎の人数が表記されている。それによれば、元司法省付属代言人１名

（英国バリスター星亨）、法学博士（３名）、英法派法学士５７名、仏法派法学士及

法律学士２１名、独法派法学士６名、元司法省法学校３年生８５名を数える。これに

よっても、当時は外国法の修得が「代言人」の資質として高く評価されていたと

いえる。

（１４）　奥平、前掲書の巻末には明治前半期の代言人名簿が掲載されているが、外国

人名は見つからない。ただ、高島炭坑事件の裁判に触れた箇所には、原告ヂャル

デン・マゼソン会社の「代言人横浜居留地英国人モンテーグ、カークード」の名

がある（２６４―２６７頁）
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ハ弁護士二人以上ノ保証アルヲ要ス

　　　第一、司法大臣ノ定メタル弁護士試験規則ニ依テ試験ニ及第シタル

コト

　　　第二、出願前１箇年半以上弁護士ノ事務所及裁判所ニ於テ引続キ事

務ヲ修習シタルコト

　　　第三、年齢二十五歳以上ナルコト

（２）　明治後半期以降の「弁護士」にとっての「日本臣民」条件

　しかし、３年後の１８９３［明２６］年に制定され、１９３６［昭１１］年に「旧

弁護士法」が施行されるまでの４２年間効力を持ち続けた「旧々弁護士法」

第２条には、明確に国籍条件が規定される。

旧々「弁護士法」（明治二十六年三月四日法律第七号）　

　第一章　弁護士ノ資格及職務

　　第二条　弁護士タラムト欲スル者ハ左ノ条件ヲ具スルコトヲ要ス

　　　第一　日本臣民ニシテ民法上ノ能力ヲ有スル成年以上ノ男子タルコ

ト

　　　第二　裁判所構成法第五十八条ノ試験ニ合格シタルコト

　なぜ「成年以上ノ男子」なのか、なぜ女性は弁護士になれなかったの

かということの比較法史的意味については、２００５［平１７］年１０月に熊本

大学で開催された法制史学会秋季研究大会で報告し、その後、本誌に連

載中であ�る�。法律家の国籍条件の問題は、ジェンダーの問題に付随して
（１５）

出てきた問題である。つまり、「近代国家」、「近代法」、「近代市民社会」

において存在した、「主権」ないし「権利」の主体としての「国民」ない

（１５）　「法曹教育・法職就任男女同権化の比較法史―２０世紀前半の独・日・米におけ

る法制度改革を中心に―（一）」本誌第４６巻第４号、２００５年、同「（二）」第４７巻第

２号、２００６年。
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し「市民」という概念の時代被拘束性という問題である。「弁護士」就任

権が、国籍保有者すなわち「国民としての権利と義務を担いうる法的能

力者」に限定されるのは、ある意味では「近代国家」、「近代法」のもと

では自明のことと考えられたのであり、「近代国民国家」を確立した西洋

の諸外国でも、ある程度の常識とされていた。「ある程度の」とは、これ

から述べるように、国によってその実態は様々であった。それは「近代

国家」が理念型であり、現実には各国の歴史と文化によって規定された

様々なバリエーションを持つ「近代国家」として成立してきたからであ

る。１９世紀の諸「王国」の憲法が、「臣民（����������	
����）の権利と

義務」としているのもその一つの現れである。

　上記の「旧々弁護士法」は、十数年にわたる改正論議を経て、ついに

１９３３［昭８］年公布・１９３６［昭１１］年施行のいわゆる「旧弁護士法」に取

って代わられる。

「弁護士法改正法律」（いわゆる「旧弁護士法」、昭和８年５月１日法律第

５３号、昭和１１年４月１日施行）

　第一章　弁護士ノ資格及職務

　　第二条　左ノ条件ヲ具フル者ハ弁護士タル資格ヲ有ス

　　　一　帝国臣民ニシテ成年者タルコト

　　　二　弁護士試補トシテ一年六月以上ノ実務修習ヲ了ヘ考試を経タル

コト

　　　前項第二号ノ実務修習及考試ニ関スル事項ハ司法大臣之ヲ定ム

　　第三条　弁護士試補タルニハ成規ノ試験ニ合格スルコトヲ要ス

　　　前項のノ試験ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

　　　　……

　第二章　弁護士名簿

　　第十五条　左ノ場合ニ於イテハ法務総裁ハ弁護士名簿ノ登録ヲ取リ消
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スベシ

���　�一　弁護士国籍ヲ喪失シタルトキ

　　　　��……

��これらの条文で確認できる改正点は、次の３点である。

　①「民法上ノ能力ヲ有スル成年以上ノ男子」が、単に「成年者」とだ

け規定され、これによって「女子」も弁護士に就任できることにな

った。

　②「日本臣民」が「帝国臣民」に変わった。これは、「大日本帝国」に

併合された地域（台湾、朝鮮、関東州など）の多数の住民を包括す

る「皇民化」政策に対応するものといえる。「皇民化」政策によって、

様々な限界と問題をはらみつつも、いわゆる「外地人」にも「内地

人」と同様の高等試験行政科・司法科試験受験と裁判官・検察官へ

の就任の機会が与えられるようになっていた。実際に「外地」出身

の行政官や裁判官が誕生してい�た�（【表１】参照）。
（１６）

　③「弁護士試補」の制度を新設し、実務修習期間と「考試」を経て、

正式に弁護士登録が出来ることになった。

　「試補」制度は戦後の司法研修制度に継承されるが、この段階では判

事補や検事補との分離修習であり、判事補や検事補には官吏の身分が与

えられたが弁護士試補は無給であった。戦後の統一修習制度の下で、弁

（１６）　旧弁護士法が施行された１９３６［昭１１］年７月末日、日本弁護士協会調査『日

本弁護士名簿』によれば、全国弁護士会の数６９、弁護士総数６５００人。その内訳は、

前掲、『弁護士史』第二部（新井要太朗）３頁によれば、

東京弁護士会　１，８１１人　第一東京弁護士会４８７人　第二東京弁護士会３６４人

� 合計２，６６２人

　　控訴院所在都市：大阪７６５人、名古屋１９４人、広島８１人、長崎５０人、仙台６３人、

札幌６５人。

「内地」で弁護士の最も少ないところは樺太弁護士会９人、旭川弁護士会１３人、

那覇弁護士会１３人。その他は、２０～４０人が、各地方に配置されている。

　「外地」では、台湾１１２人、朝鮮３４０人、関東州５８人　　合計５１０人。
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護士も「司法研修生」として公務員に準じた身分と俸給が与えられるよ

うになる。

　実は、この１９３３［昭８］年に公布された「旧弁護士法」には、「旧々弁

護士法」にはなかった次のような条文が新たに付け加わっていた。

　　第六條　外国ノ弁護士タル資格ヲ有スル外国人ハ相互ノ保証アルトキ

ニ限リ司法大臣ノ認可ヲ受ケ外国人又ハ外国法ニ関シ第一条

ニ規定スル事項［訴訟二関スル行為ソノ他一般ノ法律事務］

ヲ行フコトヲ得但前條ニ掲クル者［禁錮以上受刑者、懲戒免

官・免職者、禁治産者、準禁治産者、破産者など］ハ此ノ限

ニ在ラス

　　　　　　第十八條二項［複数事務所禁止］、第二十條［守秘ノ権利・

義務］及第二十三條［所属弁護士会指定事項遂行義務］乃至

第二十六條［委嘱者への委嘱辞退通知義務］ノ規定ハ前項ノ

認可ヲ受ケタル者ニ此ヲ準用ス

　　　　　　司法大臣必要ト認ムルトキ第一項ノ認可ヲ取消スコトヲ得　

　なぜこのような条文が新たに追加されたのかについては、後に、新た

に発見された「改正委員会議事要録」に基づいて、検討することにする。

　実は、「外国ノ弁護士タル資格ヲ有スル外国人」についての特例を設け

た規定が、戦後新たに制定された現行「弁護士法」の中にも引き継がれ

ていた。まず、現行弁護士法の制定過程は、次のようなものであった。

１９４６［昭２１］年９月２０日、司法省に「弁護士法改正準備委員会」設置（司

法次官、同政務次官、参与官、判事、検事、弁護士等２４名。幹事とし

て司法事務官、判事、検事で１４名。別に書記官５名。東京三弁護士会

会長を含む弁護士多数が委員や幹事として参加）

同年１０月１５日、東京三弁護士会が「弁護士法改正案」を「改正準備委員会」

に提出。
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　　１２月１５日、「改正準備委員会」は草案を全会一致で承認し、司法大臣

に答申。司法省、裁判所が強く反対。

　　以後、政府側の折衷案、日弁連案、衆議院法制局案などが出されたが、

不成立。連合軍司令部（���）リーガル・セクションとの交渉が続け

られる。（この間の、審議経過、交渉の経緯については、現在のとこ

ろ原資料不明。）

１９４９［昭２４］年、議員立法の手続で、新しい現行「弁護士法」が成立した。

（同年６月１０日公布、同年９月１日施行。

　　以後２００６［平１８］年６月改正まで３７回改正、現在に至る）

　

　この１９４９［昭２４］年制定の現行「弁護士法」では、弁護士となる資格

としての「帝国臣民ニシテ成年者タルコト」という明文の規定はなくな

り、第７条で次のような規定を置いていた。

現行「弁護士法」（１９４９年［昭２４］年６月１０日法律２０５号、同年９月１日施

行）旧規定第７条及び経過規定

第７条（外国の弁護士となる資格を有する者の特例）

　　　　外国の弁護士となる資格を有し、且つ、日本国の法律につき相当

の知識を有する者は、最高裁判所の承認を受けて、第３条に規定

する事務［訴訟・非訟事件、その他法律事務一般］を行うことが

できる。但し、前条［弁護士の欠格事由］に掲げる者については、

この限りでない。

　　２　外国の弁護士となる資格を有する者は、最高裁判所の承認を受け

て、外国人又は外国法に関し、第３条に規定する事務を行うこと

ができる。但し、前条に掲げる者については、この限りでない。

　　３　最高裁判所は、前２項の承認をする場合には、試験又は選考をす

ることができる。

　　４　第１項又は第２項の承認を受けた者には、第１条、第２条、第２０
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条第３項及び第２３条乃至第２９条の規定を準用する。

　　５　最高裁判所は、必要と認める場合には、第１項又は第２項の承認

を取り消すことができる。

　　　　最高裁判所が第１項又は第２項の承認をし、又はこれを取り消す

場合には、日本弁護士連合会の意見を聞かなければならない。

　ところがこの第７条は、１９５５［昭和３０］年法律第１５５号「弁護士法の一

部を改正する法律」により削除される。但し、「附則３項　この法律の施

行の際、現に改正前の弁護士法第７条第１項又は第２項に規定する最高

裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。」という

ことで、それまでに最高裁判所の承認を受けて「外国の弁護士資格」で

もって日本国内で弁護士活動を行っていた者については、引き続きその

資格が認められ続けることにしている（【表２】およびそれをグラフにし

た【表３】参照）。これが、現在、日本弁護士会の「準会員」であり、そ

の数は４名にまで減っているようである。（【表４】参照）

　このような第７条の削除には、当時の弁護士の間では、次のような評

価がなされていた。

「Ｌ・Ｓ（リーガル・セクション）としては外国の弁護士資格を有する者

にわが弁護士の業務を行うことを何等の保障もなく認めた点に、大いに満

足の意を示したのであった。この規定は元来弁護士会側が作成した草案に

は存在しなかったものであった。これは衆議院法制局の整理案において規

定したものであるらしい。しかし弁護士法第七条として定められたこの規

定は、被占領国の占領国に対する迎合的態度を表明するものと云っても過

言ではないであろう。……

……トルコ人が中華民国の法律についても事務が行えるもので、そこまで

認めるのはナンセンスに過ぎないと云えよう。幸いにしてこの規定は講和
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条約発効後、間もなく削除されたが、誇るべき規定とは云えないものでは

なかったろうか。」��　�
（１７）

��つまり、当時の弁護士会の意識では、日本国内における外国人の弁護

士活動は、基本的に好ましくないと考えられていたといえる。そして、

サンフランシスコ講和条約発効後、かつての「帝国皇民」として扱われ

ていた朝鮮半島や台湾の出身者は「外国人」となり（いわゆる「日本国

籍剥奪」）、裁判官、弁護士、公務員などの身分や資格を失っていった。

（３）　１９３３［昭８］年「旧弁護士法」第６条の背景

　１９５５［昭３０］年まで存在した戦後（現行）弁護士法旧第７条の前身は、

前述のように昭和８年「旧弁護士法」第６条にあった。この第６条につ

いては、司法省案の第７条として帝国議会に提出された時に、帝国弁護

士会は、次のような意見を表明していた。

「弁護士法改正案ニ対スル帝国弁護士会調査委員会調査委員長報告書」（帝

国弁護士会誌「正義」昭和５［１９３０］年５月号、２―２２頁）

　二、第七條［後の第６條］ヲ修正スルコト

　　　欧米先進国ノ立法例ニ徴スル二外国人カ弁護士タルニハ当該国ノ定

ムル弁護士資格を具備スルコトヲ必要トスルモノ多シ。然ルニ第七條

ハ我国ノ弁護士資格ヲ有セサル外国人カ外国人又ハ外国法ニ関シ弁護

士ノ職務ヲ行フコトヲ得ル旨ノ規定ナルヲ以テ国家ノ体面ヲ損スルコ

ト甚ダシ。コノ点ニ於イテ本条ヲ修正スル要アリト認ム。

　つまり、外国人は、日本国の弁護士資格を取るのでなければ、日本国

内において例え外国法について、外国人のためであっても、弁護士活動

を行うなうことを許すべきではない。国家の体面に関わることであり、

（１７）　前掲『日本弁護士沿革史』第四編（岸永博執筆）、１９５９年、２９９―３００頁。
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欧米先進国もそのようにしている、という趣旨である。このような帝国

弁護士会の意見は、ナショナリズム（国民主義という意味での）の意味

合いが込められているが、ある意味で近代「国民国家」の一つの原理で

あり、ある程度正鵠を射ているといえる。ただ後に見るように、そのよ

うな「国民国家」の原理は、次第に揺らいでいくのである。

　弁護士会などの反対にもかかわらず、司法省案、あるいはそれに先立

つ「弁護士法改正委員会」の案に、第７条のような規定が加えられ、そ

れが旧「弁護士法」第６条、さらには戦後の現行「弁護士法」旧第７条

になった理由は何であったのだろうか。

　前稿（二）で記したように、旧弁護士法改正のために司法省内に設けら

れた「弁護士法改正調査委員会」の「議事要綱」は、北海道大学付属図

書館に所蔵されている。そのことが昨年（２００５年）になって判明し�た�。
（１８）

　以下、この議事要録から、本論に関連する箇所を引用する。

（１８）　前掲注（１５）の拙稿（二）注（３８）の書誌情報を再度ここに掲げる。

　「北海道大学付属図書館ＮＣ雑誌〈����������〉レコード作成日付１９９００１２２　レ

コード更新日付１９９６１１０７　辯護士法改正調査委員會議事要録＝学情レコード���

��１０１２４０９５、刊年１９２２。巻次・年月次１回（大１１．１０）―所蔵事項０００１．北大　図

（１９２３―１９２７）１―１９，２１―８１」であり、早速閲覧させて頂くことができた。両氏と

北大図書館の係の方に心から御礼を申し上げたい。なお、この資料の第一冊目に

１ヵ所「岩田宙造法律事務所」の蔵書印が残っている。Ｂ４判便箋手書き謄写刷

り、Ｂ４判便箋８７０枚、中折り１７４０頁。冒頭大正１１［１９２２］年１０月２４日付の、委員

２０名（小山松吉、島田鐵吉、三宅徳業、鵜澤總明、林頼三郎、毛戸勝元、皆川治

廣、立石謙輔、中川孝太郎、穂積重遠、金山季逸、三淵忠彦、松本重敏、清水行

恕、高柳賢三、岩田宙造、堀江壽一郎、吉田三市郎、祷苗代、松谷與二郎）、幹事

２名（皆川治廣、草野豹一郎）を連記した任命通知書、同年１１月２９日付の委員

（作間耕逸、清瀬一郎）２名追加任命書、同１１月１５日付幹事１名（木村尚達）任

命通知書、大正１２［１９２３］年１月３０日付の「弁護士法改正小委員」４名（三淵忠

彦、清水行恕、松本重敏、岩田宙造）指名通知書が添付されている。なお、第３９

回、第４０回、第５７回、第７０回の要録が欠号である。
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（�）　「弁護士法改正調査委員会議事要録　第７回（大正１２［１９２３］年１

月２４日午後４時開会　同５時５０分閉会）」

　草野幹事過般外務省事務官来省其ノ談話ニ依レハ現在横浜ナトニハ弁護

士タル資格ナキ外国人ニシテ裁判外ニ於イテ法律事務ニ従事セルモノ多少

アリ是等ノ者ハ若シ弁護士法カ改正セラレテ一切ノ法律事務カ弁護士ノ専

業トナルトキハ特ニ外国人ニ弁護士タルコトヲ許サレサル限リ之ヲ取扱フ

コト能ハサルニ至ルヲ以テ注意ヲ払ヒ居レリ而シテ若シ其ノ危惧スルカ如

キコトトナランカ外国ノ弁護士タル資格ナキ日本人カ外国ニ於テ現ニ法律

事務ヲ取扱ヒツツアルコトモ相互主義ノ結果禁止セラルルニ至ルヤモ側リ

難シトノコトナリキ尚外務省当局ニ於テハ同省ヨリモ委員ヲ加ヘラレ度キ

意向ノ如シ……

　皆川委員……弁護士ニ非サレハ出来サルコトヲ研究シテハ如何

　穂積委員……結局ハ皆川説ト同一トナルヘシ……

　　　　　　　　　余ノ提議ハ業トシテ為スコトヲ弁護士ニ限ルトシテ提

議シタルナリ……

　松谷委員　皆川説ハ消極的方面ヨリ決メルト謂フ説ナルモ余ハ弁護士ノ

職務ハ他人ニ出来サルコト丈ケヲ職務トスルハ種々ノ弊害ア

リト信ス……

　　　　　　又草野君ノ報告ニ就テハ余ハ外国ニ於テ認メラレタル弁護士

ハ日本ニ於テモ其ノ職務ヲ執ルモ一向差支ナカルヘク爾今ハ

総テカ国際的ニナル傾向アリ相互自由ニ訴訟行為ノ出来ルコ

トニスルヲ可ナリト信ス……

　祷委員　　余ノ説ハ実質上穂積説ト異ナル処ナシ随テ曩［さき］ノ余ノ

説ハ之ヲ撤回シ穂積案ニ賛成スヘシ……

　皆川委員　弁護士ニ非サレハ為スコト能ハサル範囲ヲ見出シテ定メル趣

旨ニ非ス意見ハ早速大体一致セルカ如シ範囲ヲ定ムルコトニ

スレハ一層明確ナルヘシ
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（�）　「弁護士法改正調査委員会議事要録　第９回（大正１２［１９２３］年４

月１１日午後４時開会　同５時閉会）」

　岩田委員　小委員会ニ於テハ配付セラレタル案ノ通ニ箇條ニ起案セリ案

ノ前條ハ弁護士ノ職務ヲ規定シ其後條ニ於テハ非弁護士ノ禁

止事項ヲ規定シタリ……

　　　　　　後段ハ外国人カ今日実際ニ於テ遣ツテ居ルコトヲ規定シ次ニ

外国人ノ為ニシ又ハ日本人ノ為ニスルモ外国法ニ関シテハ第

１項ノ事項ヲ例外トシテ許スコトヲ認メタリ要スルニ三百退

治ノ趣旨ニシテ裁判所ニ出頭スルノ許否ハ別問題ナリ……

　松谷委員　外国人カ外国人ノ為メト云フハ三百ヲ許スルコトトナルニ非

スヤ

　岩田委員　実際ハ外国人カ其本国人ノ為メニスル場合ナルモ外国人カ他

ノ外国人ノ為メニスル場合ヲ除外スルヲ得ス……

　小委員会起草案

　　第　條　弁護士ハ官庁ノ選任又ハ当事者ノ委任ニ因リ訴訟ニ関スル行

為及一般ノ法律事務ヲ行フコトヲ職トスルモノトス

　　第　條　弁護士ニ非サル者ハ他人間ノ訴訟事件、非訟事件其ノ他ノ紛

議ニ関シ顧問、鑑定、代理、仲裁、若ハ其ノ他弁護士ノ職務

ニ属スル事項ヲ行フコトヲ業トスルコトヲ得ス

　　　　　　弁護士ニ非サル者ハ営利ノ目的ヲ以テ前項ニ規定シタル事項

ヲ行フコトヲ得ス

　　　　　　法令ニ依リ権限ヲ有スル者カ第１項ニ規定シタル事項ヲ行フ

場合ニハ前二項ノ規定ヲ適用セス外国人カ外国人ノ為ニ又ハ

外国法ニ関シ第一項ニ規定シタル事項ヲ行フ場合亦同シ

（�）　「弁護士法改正調査委員会議事要録　第１０回（大正１２［１９２３］年４

月１８日午後４時開会　同５時５０分閉会）」
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　作間委員…又三項ノ外国人カ外国人ノ為ニトアルハ各自ノ自国人ノ為メ

ノミニ限ル趣旨ニスルヲ可トストノ論者アリタル様ナルカ之

ニ賛成ナリ即チ英国人カ支那人ノ為メニヤル場合等ヲ認ムル

必要ナシ……

　吉田委員　国籍ノ如何ハ問ハサル趣旨ナルヤ

　三渕委員　然リ……

　作間委員　……而シテ三項ノ弁護士タル外国人ヲ認ムルハ今日ノ国際上

之ヲ適当ナリトスルモ非弁護士ヲシテ自国人ノミニ制限セサ

ルハ不可ナリ

（�）　「弁護士法改正調査委員会議事要録　第１１回（大正１２［１９２３］年５

月２日午後４時開会　同５時５０分閉会）」

　末弘委員　外国人ノ三百ヲ許スコトハ如何ト思ウ結局三宅説ニ賛成ナル

カ又全然之ヲ禁止スルモ不便多カルヘシ故ニ自分ハ行政手段

ニテ特許制ヲ設ケル意見ヲ有ス……

　三渕委員　外国人ニ許ササルハ頗ル不便ナリ不便ナルヲ以テ之ヲ許シタ

ル次第ナリ同国人其他言語等ノ関係ヨリ之ヲ禁スルハ不便ナ

リ日本人モ外国ニ於テ同様不便ヲ感スルコトヲ聴ケリ斯ル次

第ニシテ今更之ヲ禁スルヲ要セス将来若シ弊害多ケレハ其際

ニ禁スレハ可ナルヘシ……

　堀江委員　小委員ハ外国人ニ関シテ余程心配セラルルモ其ノ心配ハ必要

ナシ現在ノ外国人ハ大概本国ノ免状ヲ有スル者ナリ其然ラサ

ル者唯一人アルノミナリ現在ニ於テ外国人ハ神戸ニ一人横浜

ニ四人東京ニ一人之レ等ハ孰レモ本国ノ免状ヲ有スル者ニテ

有資格者ハ之レ丈アレハ沢山ナリ唯本国ノ免状ヲ有セサル者

現在ニ於テ一人ナリ……

　　　　　　彼レハ多ク我日本ニ於ケル特許事務所ヲ取扱ヒ居ルヲ以テ特
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許ノ方ニ於テ許セハ相当ノ生活ヲ為シ得ヘシ要スルニ彼レ一

人ノ為メニ許スコトトナル此実状ヲ参考ニ供ス……

　上記の引用箇所で発言している委員は、発言順に、草野豹一郎（司法

省参事官）、皆川治広（判事、司法省人事局長）、穂積重遠（東京帝国大

学教授）、松谷与二郎（弁護士）、祷苗代（弁護士）、岩田宙造（弁護士）、

作間耕造（弁護士）、吉田三市郎（弁護士）、三渕忠彦（判事、慶應義塾

大学担任教授）、末弘厳太郎（東京帝国大学教授）、堀江専一郎（弁護士）

である（当時の職名）。

　以上のような議論に基づいて、改正理由を整理したのが、西村悦蔵著『弁

護士法の改正について�』�　であった。
（１９）

　「四、外国の弁護士

　外国の法律により弁護士たる資格を有する外国人が日本に於て職務を執

ることを認むべきや否や。外国人の弁護士が認めらるるとき其の外国人が

大なる便宜を受くることは外国に於て日本人が日本の弁護士を認めらるる

ときに受くる便宜と同一である。従って問題は相互主義に依るべきか、或

は率先して之を認め国際間に斯くの如き機運を生ぜしむべきかにある。然

れども外国の弁護士は少くとも外国法に於ては弁護士たる資格を有するも

のなるが故に、縦令其質に於ては英国の「バリスター」と米国の弁護士と

異なるところありとするも其の素養に於て何等の保障のない我国の所謂三

百代言とは比較することは出来ないことであり、又実際上に於ても三百代

言の如き弊害はないと云って可い、従って三百代言に対すると同一の取締

法規を以て臨む必要はないのである。改正法案は司法省案及改正綱領共に

外国の弁護士に付て認可主義を採った。

（１９）　「司法研究」第１５輯、報告書集三（１９３２［昭７］年３月）８３―８４頁。「法律新

聞」にも連載。
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　現在に於て横浜或は神戸に於て法律事務に従事せる外国の弁護士は極め

て少数で総数僅々四名を出ぬとのことである。又、司法省編纂の司法一覧

によれば、昭和四年に於ける外国人を当事者とする民事訴訟事件は、第一

審四百三十二件控訴事件三十九件上告事件二十件である、それ以前に於け

る各年の事件数も之と大差ない。」

　このような理由で、上記の通り旧弁護士法に「第六條　外国ノ弁護士

タル資格ヲ有スル外国人ハ相互ノ保証アルトキニ限リ司法大臣ノ認可ヲ

受ケ外国人又ハ外国法ニ関シ、……」の規定が入ったのである。西村悦

蔵が言及している事実は、調査委員会における堀江専一郎（弁護士）の

発言「……現在ノ外国人ハ大概本国ノ免状ヲ有スル者ナリ其然ラサル者

唯一人アルノミナリ現在ニ於テ外国人ハ神戸ニ一人横浜ニ四人東京ニ一

人之レ等ハ孰レモ本国ノ免状ヲ有スル者ニテ有資格者ハ之レ丈アレハ沢

山ナリ唯本国ノ免状ヲ有セサル者現在ニ於テ一人ナリ……彼レハ多ク我

日本ニ於ケル特許事務所ヲ取扱ヒ居ルヲ以テ特許ノ方ニ於テ許セハ相当

ノ生活ヲ為シ得ヘシ要スルニ彼レ一人ノ為メニ許スコトトナル此実状ヲ

参考ニ供ス……」から取ったことがわかる。当時の日本には、ごく少数

とはいえ外国弁護士資格でもって、横浜、神戸、東京で、外国人のため

の弁護士的な活動を行っている者がいたのである。問題は、これら日本

臣民ではなく、また日本の弁護士資格を持たない外国人の法律家を、当

時正式の弁護士の十倍はいるといわれた、いわゆる「三百代言」と同一

視して取り締まるべきかということであった。日本政府とりわけ外務省

は、在外日本人が外国で排斥されないためにという配慮から、相互主義

を原則として外国人弁護士を認るべきだという考えであった。改正調査

委員会のメンバーであった弁護士たちも、その当時は、たとえ認めたと

しても実際にはごく少数にとどまるであろうから実害は少ないと考えた

のである。
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　それに対し、先に引用した帝国弁護士会の意見に代表される一般弁護

士の不満は、当時の彼らの最大の関心事であった「三百代言」の取り締

まりが、外国人弁護士を認可することによってその一角を崩されること

になる、ということにあったようである。そしてこのような不満は、戦

後１０年目の１９５５［昭３０］になって、ついに外国人弁護士を特別にみとめ

る第７条を削除するという形で、一旦は解消されるのである。

　ただ、なぜ１９５５［昭３０］年の時点であったのかという問題が残る。そ

れを解く鍵は、２０世紀の５０・６０年代頃まで存続していた「法律専門職の

国籍条件」厳守の方向を決定づけた「時代背景」にある。それは、弁護

士試験（���������	�
��	）の受験を最も厳格なかたちで「市民権（��������

����）保有者」に限定していた典型的な「国民国家」（�����������	）アメ

リカ合衆国であり、いわばその考え方に倣う形で、日本は独立を達成し

た後の１９５５年の時点で最高裁判所による外国弁護士認可の道を遮断した

といえるのでる。これは、弁護士にとっても積年の不満を解消するとと

もに、弁護士登録の主導権を握ることを意味した。そのことが明るみに

出たのが、１９５５［昭３０］年の「日米友好通商航海条約」締結にむけての

日米交渉であった。これを分析する中で、なおも当時のアメリカ合衆国

において支配的であった国籍条件厳守の観念と実態もまた明らかになっ

てくる。

三、アメリカ法律家（������）の国籍（市民権）条件

　１９５３［昭２８］年４に調印され、同年１０月に発効した「日本国とアメリ

カ合衆国との間の友好通商航海条約（略称「日米友好通商航海条約」）は、

「両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し，並びに両

国の国民の間の一層緊密な経済的及び文化的関係を促進すること」を目

的とし、無条件に「最恵国待遇及び内国民待遇の原則」を承認しあうも

のである。この条約は、連合国による占領状態を終結させた「日本国と
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の平和条約」（１９５２［昭２７］年条約第５号、略称「対日講和条約」、「サン

フランシスコ条約」）に続いて、日米間で締結された。

　その第８条に次のような条文がある。

「日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約」（１９５３［昭２８］年

４月２日署名、同年１０月３０日に発効）��　�
（２０）

第八条

１　いずれの一方の締約国の国民及び会社も、他方の締約国の領域内にお

いて、自己が選んだ会計士その他の技術者，高級職員，弁護士，代理

を業とする者その他の専門家を用いることを許される。更に，当該国

民及び会社は、当該領域内における自己の企業又は自己が財政的利益

を有する企業の企画及び運営に関し、もつぱら自己のために検査，監

査及び技術的調査を行わせ，並びに自己に報告させるという特定の目

的で、当該領域内で自由職業に従事するための資格のいかんを問わず、

会計士その他の技術者を用いることを許される。

２　いずれの一方の締約国の国民も，外国人たることのみを理由としては，

他方の締約国の領域内で自由職業に従事することを禁止されることは

ない。当該国民は，資格，居住及び権限に関する要件で当該他方の締

約国の国民に対して適用されるものに従うことを条件として，当該領

域内で自由職業に従事することを許される。

３　いずれの一方の締約国の国民及び会社も，他方の締約国の領域内で学

術，教育，宗教及び慈善の活動を行うことに関して，内国民待遇及び

最恵国待遇を与えられ，且つ，その活動を行うため当該他方の締約国

の法令に基いて団体を組織する権利を与えられる。

　この条約によって、日米間においては、自由職業である双方の弁護士

が、相互に相手国内で弁護士活動をすることを承認したかのように見え

（２０）　外務省条約局「条約集」第３１集、第１０４巻５３３―５４３頁。
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る。また、「資格、居住及び権限に関する要件」を満たせば、相手国の自

由職業に従事することが可能であるように読める。それにもかかわらず、

なぜ３年後の１９５５年になって、１９３３［昭８］年「旧弁護士法」の第６条

を引き継ぎ、「外国の弁護士となる資格を有し、且つ、日本国の法律につ

き相当の知識を有する者」、ないしは「外国の弁護士となる資格を有する

者」に、最高裁判所の承認を条件に日本国内での弁護士活動を認めてい

た１９４９［昭２４］年「弁護士法」の第７条が削除されたのであろうか。そ

れには、次のような背景があった。

　まず、この条約と同時に「議定書」が調印され、その第５項で、当時

（および現在に至る）法律の明文でもって「日本国籍」保有者に限定し

ていた２つの「自由職業」について適用除外とされ�た�。
（２１）

「日米友好通商航海条約議定書」１９５３年４月２日署名調印

５．第八条２の規定は，公証人及び水先人には適用しない。

　

　そして、その年の１２月、内閣は第１８回国会に、「日本国とアメリカ合衆

国との間の友好通商航海条約第八条２についての留保に関する公文の交

換について承認を求める件」を提案し、承認を得ていた。外務委員会に

おける審議の中で、次のような興味深い事実が明らかになってくる。膨

大な外務委員会議事録の中から、弁護士について留保することになった

アメリカの事情に関する部分を抜き出してみ�る�。
（２２）

「参議院外務委員会」昭和二十八［１９５３］年十二月二日（水曜日）午後一

時四十二分開会

　　本日の会議に付した事件○日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商

航海条約第八条２についての留保に関する公文の交換について承認を

求めるの件（内閣送付）

（２１）　同第３１集第１０４巻５４３―５４４頁。

（２２）　国会図書館議事録検索　������������	
��
��
�����	��	�
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○羽生三七君　この留保条項に該当するようなアメリカの州というとどん

なのがあるでしょうか。

○政府委員（下田武三君）　該当いたしますアメリカの州といたしまして

は職業別によつて違います。例えて申しますと弁護士は四十八州全部

制限をいたしております。……

○政府委員（下田武三君）　弁護士は四十八州全部、日本人のみでござい

ませんで他のすべての外国人に従事することを許しておりません。そ

こでそれに対応いたしまして日本で取りあえず同じような制限を課す

る権利を留保いたしております。法律上国家としてそういう制限をす

る権利を留保いたしでおるのであります。

　　そこで実際問題として然らば米国人に如何なる職業に日本で従事する

ことを禁じ、或いは制限しようかという点につきましては関係各省と

協議いたしております。現在までのところ日本でも米国人に対する就

業の制限をしたいという意思を表示して参りましたのは、法務省から

弁護士につきまして制限をいたしたい、それから建設省から建築士に

ついて制限をいたしたいということを申して参っております。その他

の職業につきましては今のところまだ現実に制限を課そうという意思

を表示して来た省はございません。……

○曾祢益君　前から大体一般的にどこの外国人に対しても禁止していたと

申しますか、日本人のみに留保しておつた自由職業というのは、新憲

法の前の日本ではどうでしたか、水先案内人それから公証人以外まだ

ありましたか、弁護士なんかあつたのじゃなかったですか。

○政府委員（下田武三君）　弁護士法にも外国で弁護士をしておる者が、

日本に来た場合にどういう条件で弁護士業に従事し得るかということ

を規定いたしました弁護士法七条の規定というのがございまして、そ

の規定は私よく存じませんが、戦前からあった規定ではないかと思い

ます。従いまして弁護士につきましては、戦前からも外国人が日本で
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自由に弁護士業をできるという事態では決してなかった、前から制限

があったのではないかと存じます。……

○政府委員（下田武三君）　仰せのように本当に珍らしい留保のやり方だ

と思うのでありますが、つまり留保するならば、米国大統領が批准を

する際に、その批准書中に留保を考えて来ればいいじゃないか、何も

米国の上院がどういう決議をしたからといって、事前にそれを基にし

て又別個の考慮をするということは必ずしも必要じゃない。……

　　米国の上院は、これこれの留保について、批准の前に相手国と合意を

した上で批准書を交換しろ、批准をしろ、そういう決議をいたしたわ

けであります。……　　　　　　　

　つまり、条約の批准は大統領の権限のはずであるが、合衆国上院が日

米政府間での留保の同意を取り付けるべきであるとの決議を行った。ア

メリカ政府としては、その決議を尊重したい。アメリカ合衆国の全州で

外国人の弁護士資格取得を禁止している関係上、日本人にもアメリカに

おける弁護士資格取得、および弁護士活動を引き続き制限するというこ

とで「留保」したいとういう申し出がアメリカからなされた、というの

である。これを好機として法務省は弁護士法第７条の削除の意向を固め

た、と推測できる。そして、１９５５［昭和３０］年法律第１５５号「弁護士法の

一部を改正する法律」により弁護士法第７条の削除が、国会で可決され

たのである。

四、グローバル化の進展による外国法弁護士解禁

　戦後新たに制定された現行弁護士法は、弁護士の資格について、旧弁

護士法にあった「日本臣民」の語を削除した。これについて福原忠男

（当時、法務省法制局長）は、日本弁護士連合会発行の雑誌「自由と正

義�」�の中で次のように、説明していた。
（２３）
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「……弁護士の資格について旧法［昭和８年公布］では日本国民であって

成年者であることが要件とされていた。この点について、英国のバリスタ

ーは国籍の如何を問わないが、同国でもソリシターは英国民であることを

要件とされその他の各国の弁護士法及び米国各州の弁護士法においても、

その国の国民たること又は市民権を有する者であることを要件としていな

いものは見当たらない。それを本法においてあえて日本国民たる要件をは

ずしたのは、憲法第二二条に示された職業選択の自由の規定を尊重し弁護

士の職務が特殊な専門的知識の上に立つものであるところからその国籍を

問題にする必要がないものと認めたからである。即ち弁護士となるために

司法試験に合格し司法修習生としての修習を終える実力のあるものであれ

ば、たとえ外国人であろうとも、弁護士事務をとらせるに差し支えないと

解する。……」

　福原のこの「自由と正義」連載記事は、６年後の１９５６（昭３１）年６月

発行の司法研修所資料第１１号「司法修習生の修習資料」としてそのまま

出版されてい�る�。それにもかわわらず、１９７６［昭５１］年に発生した「金
（２４）

敬得氏問題」で明るみに出たように、最高裁判所は約３０年間、司法試験

に合格した外国籍保有者に対し、日本国籍を取得しなければ公務員であ

る司法修習生には採用できないとの態度を取っていた。その間は、弁護

（２３）　「自由と正義」第１巻第３号（１９５０［昭和２５］年３月号）。

（２４）　司法研修所資料第１１号『弁護士法解説』（司法研修所、１９５６年）。福原の意図

については、����������	�
����	�������������
�����������	�
��������
�������

������������	�
���������������
����������������	��

����―���でも展開されている。

相互保証の原則さえ外して、外国（人・法）弁護士を認めた背景には、福原が言

うような「理想主義」だけではなく、戦間期にも見られた一種の「国際主義」の

ポーズと占領軍当局司法部（����������	
�������）に対する特別の「配慮」があっ

たと考えられる。篠原喜美雄「���の司法政策が弁護士法改正に与えた影響につ

いての一考察」（東京司法書士会「司法の窓」第８５号、第８６号、１９９６年４月、１２月）。
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士会もこの問題について、とりわけ大きくは問題にしていなかったよう

に見える。むしろ前述のように外国弁護士に特例を設けた弁護士法旧第

７条の廃止を歓迎していた。そして、１９４９［昭２４］年から１９５５［昭３０］

年までの６年間、すなわち占領終結から旧７条廃止までの短期間に特別

に認可され、当時の弁護士名簿に登載されていた４５名の、大多数は占領

軍総司令部勤務であった外国人弁護士たちの活動に注目していた。１９６４

［昭３９］年に発表された妹尾晃（弁護士）「在外弁護士の実態�」�は、詳細
（２５）

にその「実態」を報告し、限定されているはずの「外国人又は外国法に

関する事務」を逸脱した行為についての厳しい処置を求めている。また、

１９６９［昭４４］年発表の児玉公男（弁護士）「日本における外国弁護士の諸

問�題」�も、外資系企業の社内弁護士として来日した多数のアメリカ人弁護
（２６）

士が日本国内で「非弁活動」をしていることに警鐘を鳴らし、最後に次

のような言葉で結んでいる。

「……ある国が外国の弁護士に対しその国における弁護士活動を禁止した

り制限したりするのは何故であろうか。それは日米友好通商条約第八条第

二項についてアメリカ側が留保を付けた理由と考え方を同じくする面が多

い。弁護士たる自由職業はその職務の遂行が公の資格にかかる公的なもの

である。その能力と共にその国の法律尊重の精神は国民に対して十分保障

されなくてはならない。憲法を異にし、宗教を異にし、イデオロギーを異

にする外国人に対し、これら以上に日本の憲法、日本の法律を尊重せよと

要求することは出来ないし、これを期待することは、主権者たる国民に対

する保障をあやうくすることである。……」

　執筆者（児玉）は、「この問題を提起したのは単なるナショナリズムか

らでもなく、又、弁護士としてのギルド的発想からでもない」と断って

（２５）　前掲、注（５）。

（２６）　同上。
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はいるが、確かに偏狭な民族主義という意味でのナショナリズムではな

いとはいえ、外国弁護士ないし外国人をこのように見るのは、近代「国

民国家」の一面としての「国民主義」という意味でのナショナリズム

（俗にいう「健全なナショナリズム」）の表出であるといってもよいので

はないだろうか。

　１９７０年代になると、日本の弁護士界の中にも、新しい論調が登場して

くる。とりわけ、金敬得氏を支援する大学教授や弁護士の輪が広がりを

見せ、最高裁は１９７７（昭５２）年３月２３日、ついに外国籍保有者の司法修

習生採用に踏み切った。その要因の一つが「グリフィス事件判決�」�であ
（２７）

る。１９７３年６月２５日、コネチカット州の一審の上級裁判所でも州最高裁

判所でも敗訴したオランダ人女性の上告の訴えに対し、合衆国連邦最高

裁判所は７対２で、憲法修正１４条を根拠に、アメリカ市民権を持たない

ロースクール卒業生にも州の司法試験（���������）の受験を認めるべき

であるとの決定を下したのである。２名の裁判官は、州司法試験委員会

の主張と同じく、アメリカの弁護士は裁判所の職員（���������	����
���

�����）であると公式の実務書に明記されている、という伝来の主張に固

執していたが、少数意見にとどまった。この判決の後、ニューヨーク州、

カリフォルニア州、ワシントン州など大きな州で、外国人もロースクー

ルを卒業すれば司法試験を受験できるようになっていったのである。そ

の前後、アメリカ最高裁判所の判例の転換が日本にも伝えられ、日本も

国際化の波への対応を迫られていく。日本の最高裁の決定も、この判決

を念頭に置いて行われたことは確実である。

（２７）　������������	
����������������������　いち早くこの判決を日本に紹介したのは、

飯島澄雄『アメリカの法律家』（東京布井出版、１９７６年）１６―２０頁。同「アメリカ

の日本人弁護士」（「法学セミナー」第２１巻４号［通巻２６５号］、１９７７年４月号）で

ある。田中浩・原後山治、前掲書には、最高裁に提出した意見書の添付資料とし

て、グリフィス事件判決原文とともに後者が収録されている。
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　アメリカにおける判例の転換の背景には、別の理由もあった。ヨーロ

ッパ共同体の統合が進行する中で、専門職資格の相互承認と、域内での

サービス提供の自由化が進展しつつあったのであ�る�。近代国民国家の見
（２８）

本であったフランスにおいても、アボカやアヴエ、アグレといった三種

類の弁護士にはフランス国籍保有者であることを条件としていたが、コ

ンセイユ・ジュリディック（法律相談士）は比較的自由に、外国人にも

開放していた。また一般的な法律相談は、誰にでも許されていたため、

アメリカを始め諸外国の弁護士が多数パリなどで活動していた。ところ

が、弁護士職の相互承認の動きの中で、まず１９７２年法で三種類の弁護士

をアヴォカに統合し一定の資格試験を課すと共に、コンセイユ・ジュリ

ディックも弁護士の一種とみなし、資格取得国の職名でもって資格取得

国の法律についての法律相談業を営んでいる者にはコンセイユ・ジュリ

ディックの取得を義務づけることにした。つまり、フランスの弁護士資

格試験に合格してフランス弁護士資格（アボカ）を取得するか、外国弁

護士資格保有者のための特別試験を受けてフランスの弁護士資格を取得

するか、自国法についてのみ法律相談業を営む弁護士（コンセイユ・ジ

ュリデック）資格を取得するか、の３つの道が外国人に開かれたのであ

った。ドイツなど��諸国も、ほぼフランスのそれと同じ制度になった。そ

して��外の諸国には、相互主義をたてに、��加盟国の国民および弁護

士にこのような機会が与えられていない国には、��加盟国内での弁護

士活動を認めないという立場を主張し始めたのである。

（２８）　小杉丈夫「外国人弁護士は禁止されるべきか（その一）」（「判例タイムズ」№

３４８、１９７７［昭５２］年８月号）、同「同（その二）」（同№３５０、１０月号）。新堂幸司

「外国弁護士の日本における法律業務」（山木戸教授還暦記念『実体法と手続法の

交錯』下、有斐閣１９７８年）も、リーガルサービスの変質・増大した需要に対して、

「外国の弁護士資格を持つ外国弁護士」（外国人であるかどうかだけでなく、外国

の弁護士資格を持つ日本人も含めて）が日本で独立に業務活動を行えるみちの検

討を主張していた。
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　そこで、アメリカは、上記判例でアメリカ国籍（市民権）の保有を州

司法試験の受験資格にはしないことにした上に、各州でコンセイユ・ジ

ュリデイックに匹敵する「法律コンサルタント」（��������	
����	�）の

免許資格を新たに設けるようになっ�た�。
（２９）

　このような世界の動向に押されて、日本でも１９８７年（昭６２）４月１日

「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」（昭和６１．�

５．２３法６６）が施行され、外国の弁護士資格を有する者に、日本国内で、

当該外国法に関する法律事務を取り扱うことを認めた。その後たびたび

（２９）　ニューヨーク州上訴裁判所「法律コンサルタントの免許に関する規則」（������

����������	�����
��������	�������������������	�
��������
���）最新規定。

　������������	
��������������	������������	�
�������
�　免許に関する一般規定�

　（ａ）　［州］最高裁判所上告審部（��������������	
�
�
���������������������）

は、その裁量で、裁判所法第５３条６項に従って（����������	���
�����	����	��

��������	
������������	�
���
�）、以下の条件を満たす申請者に対し、無試験で

法律コンサルタントとして実務を行うための免許状（���������	�
������������������

����������）を与えることができる。

　（�）　外国に於いて認可を受けた法律専門職の立派な地位にある会員（���������

����������	�������
�	����������������������		
���
��������
���������）である

者。ただし、その法律専門職の会員は、弁護士もしくは法律カウンセラー、あ

るいはそれに匹敵する職の者（���������	��	
���������	��	��	��	������������	
）

として実務を行うことが許され、適切に設立された専門職団体もしくは公的機

関による実効性のある規制と規律に服していること。

　（�）　少なくとも過去５年間の内の３年間、申請者がそのような法律専門職の立

派な地位にある会員であり、当該外国その他の国で法実務に従事していたか、

当該外国の法律に関係した助言もしくは法的サービスの提供に実質的に関係し

たことがあること。

　（�）　この州の弁護士会の会員（������������	
�����）に必要とされている良き

道徳的性格（�����������	
����
	
���	）と一般的適性（���������	
����）を持ち

合わせていること。�

　（�）　２６歳以上であること、および、

　（�）　この州において法律コンサルタントとしての実務を行う意向があり、その

目的のためにこの州内に事務所を維持する意志があること。
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の改正を経る毎に活動規制がゆるめられ、ついに２００３［平１５］年の改正

では、日本の弁護士との共同事務所の開設を認めるまでに至っ�た�。
（３０）

「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」（昭和六十一

年五月二十三日法律第六十六号）

第一章　総則

　第一条（目的）この法律は、外国弁護士となる資格を有する者が国内に

おいて外国法に関する法律事務を取り扱うことができるみちを開き、

かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律する等の特別

の措置を講ずることにより、渉外的法律関係の安定を図り、あわせて、

外国における日本法に関する法律事務の取扱いの充実に資することを

目的とする。

まとめにかえて

　『講座日本近代法発達史�』�などを参考にして日本の近代国家・近代法
（３１）

史の時期区分を試みるならば、さしあたり次のようなシェーマが可能か

もしれない。

　・近代国家・法体制準備期（明治維新［１８６８年］から明治憲法発布

［１８８９〈明２２〉年］まで）

　・近代国家・法体制確立期（明治憲法発布［１８８９〈明２２〉年］から第

１次世界大戦［１９１４〈大３〉年］まで）

　・近代国家・法体制再編期（第１次世界大戦［１９１４〈大３〉年］から

満州国建設［１９３２〈昭７〉年］まで）

（３０）　『日本立法資料全集』９２／９３「外国弁護士法」（上）（下）（信山社、２００４年）

が、外国法事務弁護士制度の立法過程および改正の経緯について網羅的に資料を

集成している。さらに、������������	��
�����������������	���������	�
���������

��������	�
����������������������������	�
���	����	

（３１）　鵜飼信成・福島正夫・川島武宜・辻清明責任編集『講座日本近代法発達史』

（勁草書房、１９５８［昭３３］年～）。
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　・近代国家・法体制崩壊期（満州国建設［１９３２〈昭７〉年］から敗戦

［１９４５〈昭２０〉年］まで）

　・現代国家・現代法定着・動揺期（敗戦［１９４５〈昭２０〉年］から現在

まで）

　とはいえ、このような時代区分はあくまでも便宜的なものであって、

日本の「近代国民国家」と「近代法」は、日本独特の色彩を帯びた近代

天皇制・徴兵制・義務教育・租税制度・議会制度・治安体制植民地獲得

戦争などの方策を推し進めたことによる上からの「国民統合」の過程と

絡み合って展開したものであった。それには、国際環境、国内事情、前

近代からの遺制、権威主義的国民意識などによっても規定され、複雑な

様相を呈するものであった。筆者は、以前の拙稿「法曹養成の歴史的諸

類型�」�において、日本における法曹養成制度の歴史的特性を「法務官僚
（３２）

指導型」（あくまでも「理念型」）と規定し、それによって、諸外国の法

曹養成制度との比較を試みた。司法省・法務省官僚の指導権の強さが、

国家試験による資格付与、弁護士自治の弱さを招いてきたのであったが、

それを決定づけたのは日本の「近代国家」の構造的特性に他ならない。

　「国民国家」（�����������	）は、しばしば「民族」（文化・人種・言

語・政治体験などによって培われた一体感）の意識を梃子にして確立さ

れていくものだといえ�る�が、「国籍」保有者を構成員とする政治的共同体
（３３）

として自己貫徹することをめざす。大英帝国の支配力と影響力を峻拒し

て「国民国家」としての独立を達成したアメリカ合衆国は、合衆国の

「市民権」（国籍）保有者を構成員として確立された。日本の「国民国

（３２）　拙稿「法曹養成制度の歴史的諸類型―『理念型仮説』設定の試み―」（本誌第

４３巻第１・２号、２００２年）、２３頁。

（３３）　さしあたり、前掲拙稿「『ナティオーン』（国民・民族）概念についての覚書」。

樋口陽一「������なき国家？―ヨーロッパ統合と「国家」の再定位のこころみ―」

（北村一郎（編集代表）『現代ヨーロッパ法の展望』東京大学出版会、１９９８年、所

収）。
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家」は、「日本臣民」を構成員に限定する志向を明治初年から持ち続けて

きた。そこには、植民地の拡大によって「日本臣民」の範囲を拡大し、

「国民国家」を属国を含む「帝国」に上昇させようとする志向も含まれ

ていた。このような背景のもとに、「法律専門職の国籍条件」の試行錯誤

が行われることになったといえるであろう。

　まず明治前半期は、「外国法を修得した法律家」が尊敬される傾向があ

り、法令上は明文の「国籍条件」を定めていなかった。１８９３［明２６］年

の旧々「弁護士法」によって「日本臣民」であることが要件となった。

とはいえ、司法官（とりわけ検察官・司法省官吏）の監督下に置かれた

ことにより、弁護士会の職業団体的自治が制限されていたこの時代は、

非弁護士（いわゆる「三百」）の跋扈を許すことになり、外国人法律家も

無認可で自国民・自国法人のための法律事務を執ることができていた。

１９３３［昭８］年の旧「弁護士法」で「帝国臣民」と改正され、「外国ノ弁

護士タル資格ヲ有スル外国人」は「相互ノ保証アルトキニ限リ、司法大

臣ノ認可ヲ受ケテ」、「外国法ニ関シ……訴訟ニ関スル行為ソノ他一般ノ

法律事務」を行うことができる、とした。その背景には、満州国や軍事

的な支配下に入ったアジアの地域の司法実務に日本の法律家を送り込む

必要性と、国際的孤立の脱出口を、国際主義のポーズを取ることによっ

て探ろうとしていた節もある。もっともこの点についての実証は、今後

の研究を待たねばならない。

　国際主義の標榜は、敗戦後の連合国占領下にあっても、とりわけ司法

省・法務省の官僚たち（とりわけその中の開明派官僚）によって維持さ

れた。アメリカ占領軍の軍属法律家・弁護士からの強い要請もあった。

１９４９（昭２４）年の新「弁護士法」は、資格についての国籍条項を削除し、

旧法の第６条を継承して、「外国の弁護士となる資格を有し、且つ、日本

国の法律につき相当の知識を有する者」については日本の弁護士と同じ

ように、そして「外国の弁護士となる資格を有する者」については「外
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国人又は外国法に関し」、いずれも「最高裁判所の承認」を受けて法律事

務を行うことができるとした。その承認ないし資格取り消しについて、

最高裁判所は「日本弁護士連合会の意見をきかなければならない」と定

められていたが、単に意見をきくだけであるならば弁護士会の自治の侵

害であるとの批判の声もあった。そして、この７条は、１９５５［昭３０］年

に削除されてしまった。同時に、司法修習生の採用は日本国籍保有者に

限るという条件が、最高裁判所の「公告」によって追加されることにな

る、という経過をたどったのである。この時点で、アメリカ型の「国民

国家」が、少なくとも法律専門職については実現したと言えるのではな

いか。

　とはいえ、「国民国家」は「国民」を主権者とするのであるから、常に

国籍を持たない外国人（外国国籍保有者、二重国籍者）の権利の問題を

内包している。とりわけ国政や地方レベルでの参政権や公職就任権、陪

審義務などにおいて、どの程度の権利が認められるべきかが問われるこ

とになる。国境を越えた人、物、資本、サービスの移動がグローバルな

規模で進行する度合いが高まれば高まるほど、その問題は深刻化する。

　１９６０／７０年代からは、そのようなグローバル化が一段と進行し、ヨー

ロッパ共同体や世界自由貿易機構（����や���）などでの各種専門

職の資格の相互承認・職業活動の自由化の要請が高まり、「外国（法・

人）弁護士」の必要性が叫ばれるようになった。それに対応し、我が国

でも、外国人の司法修習生採用、国立大学教官任用（１９８２年）、いくつか

の自治体での住民投票権などが実現した。「国民国家」の原理が、新しい

段階において問われているといえる。
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【表１】　１９４０［昭１５］／１９４２［昭１７］年次の外地出身司法官・弁護士

１．外地出身司法官（昭和１５年版『大日本司法大観』［大日本司法大観編纂所、

１９４０年７月２０日発行）から判明した司法官：氏名、出身、出身大学、司法

科試験合格年）　

呂　阿�（台北市、東京帝国大学法学部、１９２５［大１４］年１２月）。陳　茂源（台

湾新竹州、東京帝国大学法学部、１９２８［昭３］年１０月）。陳　慶華（台湾台中州、

早稲田大学専門部、１９３０［昭５］年１１月）。林　挺生（台中市、早稲田大学法

学部、１９３２［昭７］年１１月）。陳　明�（台湾台南州、中央大学法学部、１９３２

［昭７］年１１月）。蔡　章麟（台北市、東京帝国大学法学部、１９３４［昭９］年

１１月）。洪　遜欣（台湾台中州、東京帝国大学法学部、１９３７［昭１２］年１１月）

２．外地出身弁護士（１９４２［昭１７］年版『大日本弁護士名簿、附　満洲国律師

名簿・在中華民国弁護士名簿』［大日本弁護士会連合会、１９４２年１０月１５日

発行］から判明した弁護士：氏名、所属弁護士会、出身）

張　厚永（東京弁護士会、朝鮮）。李　鳳九（東京弁護士会、朝鮮）。金谷光豊

（東京弁護士会、朝鮮）。宋　進英（東京弁護士会、台湾）。松本又龍（東京弁

護士会、朝鮮）。穂積正義（第１東京弁護士会、台湾）。林　桂端（第２東京弁

護士会、台湾）。葉枝　茂（第２東京東京弁護士会、台湾）。辛　泰嶽（大阪弁

護士会、朝鮮）

（外地弁護士会所属弁護士の出身別人数：昭和１７年版『大日本弁護士名簿』か

ら判明した弁護士）

　京城弁護士会　　内地出身　６２名　　外地出身　５７名　　出身地不明　１６名

　大田弁護士会� ９名� １１名

　咸興弁護士会� ８名� １１名

　�津弁護士会� ４名� １名

　平壌弁護士会� １０名� ２５名

　新義州弁護士会� ４名� １１名

　海州弁護士会� ２名� ８名

　大邱弁護士会� １１名� ２２名

　釜山弁護士会� １８名� １７名

　光州弁護士会� １０名� ２１名
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　全州弁護士会� ６名� ７名

　台北弁護士会� ３２名� １１名

　台中弁護士会� １４名� １３名

　台南弁護士会� １９名� １０名

　高雄弁護士会� ８名� ５名

　新竹弁護士会� ３名� ５名

　関東州弁護士会� ５４名� ０名　　

【表２】　１９８７［昭６２］年時の外国籍弁護士会員

（参照：昭和６２年版『全国弁護士大観』全訂新版掲載分、掲載順。経歴は法

学・法職関係を抜粋）

〔正会員〕

健　逸　（東京弁護士会所属）１９１４［明４４］．８．２２生　（本籍）大韓民国　（自宅）

新宿区

　１９４５［昭２０］年弁護士登録（４３０７）　昭和１２年明治大学法学部卒、昭和１１年

高等試験司法科合格、昭和１１～１８年満州国法院裁判官、大韓民国居留民団中央

本部団長（３期）、大韓民国駐日代表部法律顧問

李　�燧�煤���（東京弁護士会所属）１９１６［大５］．１．１６生　（本籍）中華民国台湾省
スイ バイ

（自宅）武蔵野市

　１９６５［昭４０］年弁護士登録（９３２７）　（経歴）昭和１４年東京大学法学部卒、同

１３年高等試験司法科合格、同１６年～２１年貴族院事務官、同書記官。

�金�　
キム

�敬�得���（第二東京弁護士会所属）昭和２４．１．１２生　（本籍）大韓民国　（自宅）
キョン ドゥク

杉並区

　１９７９［昭５４］年弁護士登録（１６８２１）　（経歴）昭和４７年早稲田大学法学部卒、

同５１年司法試験合格、同５４年司法修習終了、５６年～韓国ソウル地方弁護士会名

誉会員

高　博一（第二東京弁護士会所属）昭和２５．６．１生　（本籍）韓国　（自宅）川

崎市

　１９８１［昭５６］年弁護士登録（１７３８０）　（経歴）昭和５４年東京大学文学部社会
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科卒、同５２年司法試験合格、同５６年司法修習終了

洪　性模（大阪弁護士会所属）昭和２７．５．２７生　（本籍）大韓民国　（自宅）高

石市

　１９８４［昭５９］年弁護士登録（１８８０３）　（経歴）昭和５０年関西大学卒、同５６年

司法試験合格、同５９年司法修習終了

張　有忠（大阪弁護士会所属）１９１５［大４］．６．１７生　（本籍）台湾　（自宅）尼

崎市

　１９６４［昭３９］年弁護士登録（９３１０）　昭和１６年東京大学法学部法律学科卒、昭

和１５年高等試験司法科合格、昭和１６年司法官試補、昭和１７年判事（予備刑事大

阪地・区裁）、昭２１年中華民国台湾地方法院推事（判事）、昭２６年同台北高等法

院推事、昭３４年同台湾省台南律師公会会長、昭４９年調停委員

平田精甫（名古屋弁護士会所属）昭和５．４．１５生　（本籍）台湾　（自宅）名東

区

　１９６３［昭３８］年弁護士登録（８６４１）　（経歴）昭和２５年第四高等学校卒、同３５

年司法試験合格、同３８年司法修習終了、５２年監事、５３年副会長、５１，５３，５４年

中部弁連理事

谷添　真（沖縄弁護士会所属）１９２２［大１１］年１１．１．生　（出）フィリッピン共

和国　昭和４７年弁護士登録（１３）、会計士、同４７年琉球弁護士会入会

【注記：１９７７［昭５２］年版（初版）『全国弁護士大観』には正会員として、次の２氏の

名前もあった。」

劉　増銓（東京弁護士会所属）１９０４［明３７］．１２．１０生　（本籍）台湾　（自宅）

渋谷区

　１９６３［昭３８］年弁護士登録（８９０９）　（経歴）台北師範学校卒京都地裁検事局

検事、台湾総督府法院判官台湾台北地方法院推事（中華民国）、台北にて弁護

士開業。

林　益謙（第一東京弁護士会所属）１９１１［明４４］．６．６生　（出＝本籍？）中華

民国　（自宅）世田谷区
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　１９７０［昭４６］年弁護士登録（１２７７５）　（経歴）昭和５年東京大学法学部卒、同

７年高等試験司法科合格　同８年同行政科合格。

〔準会員〕

レイモンド・ブッシェル（東京弁護士会所属）１９０４．９．７生　（国籍）米国

　昭和２５年弁護士登載（ＡＭ１４）　イリノイ州シカゴ大学卒　弁護士（インジ

アナ州）総司令部法務局勤務　２５年５月第２３号承認（最高裁判所）

フランクリン・Ｅ・Ｎ・ウォーレン（東京弁護士会所属）１９０５．２．２生（国籍）

米国　　昭和２６年弁護士登載（ＡＭ２３）　タルサ大学法学部卒　オクラホマ弁

護士　極東裁判弁護士　司令部勤務等　２６年１月第３４号承認（最高裁判所）

ジェームス・ビュウェル・アンダーソン（東京弁護士会所属）１９１２．２．１６生

（国籍）米国　昭和２７年弁護士登載（ＡＭ３５）　マサチューセッツ州ウィリア

ス単科大学卒　ハーバード大学法科卒　弁護士（ニューヨーク州）フィリピン

特許局特許弁理士　２７年６月第４９号承認（最高裁判所）

アレキサンダー・Ｄ・カルフーン・ジュニア（東京弁護士会所属）１９２５．６．１３

生　（国籍）米国　昭和３０年弁護士登載（ＡＭ５６）　ミシガン大学（陸軍日本語

専門科）卒　ハーバード大学（文学）卒　ワシントン大学法科卒　ハーバード

大学法律学校卒　弁護士（カリフォルニア・ニューヨーク・コロンビア及びサ

ンフランシスコ）　３０年６月第７７号承認（最高裁判所）

トーマス・レスター・ブレークモア（第一東京弁護士会所属）１９１５．８．２５生

（国籍）米国　昭和２５年弁護士登載（ＡＭ１）　オクラホマ大学卒（法律学士）

昭和２５年３月第１４号承認（最高裁判所）

エルマー・Ｅ・ウェルティ（第一東京弁護士会所属）１９０６．９．３生　（国籍）

米国　昭和２５年弁護士登載（ＡＭ８）　オハイオ北部大学法律学修了　昭和２５

年２月第２号承認（最高裁判所）

ジェームス・Ｓ・足立（第一東京弁護士会所属）１９２０．４．８生　（国籍）米国

昭和２５年弁護士登載（ＡＭ２０）　ワイオミング大学法科卒　昭和２５年８月第３０
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号承認（最高裁判所）

楊　永裕（第一東京弁護士会所属）１９２１．７．２生　（国籍）中国　昭和２７年弁

護士登載（ＡＭ３２）　北京大学法学院卒　中華民国律師認可　明治大学法科卒

昭和２７年６月第４８号承認（最高裁判所）

ジョン・ベル・クリステンセン（第一東京弁護士会所属）１９２２．３．１２生　（国

籍）米国　昭和２７年弁護士登載（ＡＭ３４）ブリストン大学卒　エール大学法学

部卒　弁護士（ニューヨーク州）　昭和２７年６月第４５号承認（最高裁判所）

マイケル・Ａ・ブラウン（第一東京弁護士会所属）１９１３．１０．２生　（国籍）米

国　昭和２７年弁護士登載（ＡＭ３８）フォータム大学　ローレンス大学　ニュー

ヨーク大学　コロンビア大学各卒　弁護士（ニューヨーク州）　昭和２７年８月

第５７号承認（最高裁判所）

フランシス・Ｙ・蘇木（第一東京弁護士会所属）１９２３．６．９生　（国籍）米国

昭和２８年弁護士登載（ＡＭ４７）　ハワイ大学卒　フォードハム法律大学卒　弁

護士（ニューヨーク州）　昭和２８年８月第６８号承認（最高裁判所）

ダン・Ｆ・ヘンダーソン（第一東京弁護士会所属）１９２１．５．２４生　（国籍）米

国　昭和３０年弁護士登載（ＡＭ５４）　ワイトマン大学政治学科卒　ハーバード

大学法科卒　カリフォルニア大学助教授　派遣教授（沖縄・日本・朝鮮）　弁

護士（ワシントン）　昭和２９年３月第７１号承認（最高裁判所）

リチャード・ウィリアム・ラビノウイッツ（第二東京弁護士会）１９２４．５．１４生

（国籍）米国　昭和２９年弁護士登載（ＡＭ４９）　ハーバード大学法律学専攻弁

護士（コネチカット州）　昭和２８年１２月第７０号承認（最高裁判所）

ウォーレン・Ｇ・シミオール（第二東京弁護士会）１９２５．１１．１３生　（国籍）米

国　昭和２９年弁護士登載（ＡＭ５３）　オクラホマ大学法学部卒　弁護士（オク

ラホマ州）　南鮮各裁判所認可弁護士　昭和２９年１１月第７５号承認（最高裁判所）

毛利一雄（第二東京弁護士会）１９２２．９．１２生　（国籍）米国　昭和３０年弁護士
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登載（ＡＭ５５）　ハワイ大学入学　エール大学法学部卒　弁護士（コネチカッ

ト州）　昭和３０年４月第７６号承認（最高裁判所）（昭和６１．１２．５死亡）

ジョン・ジェー・ジェンテイレラ（神戸弁護士会）１９１０．１．６生　（国籍）米

国　昭和２５年弁護士登載（ＡＭ４）　ニューヨーク大学卒（行政法律専攻）　フ

ィラデルフィア・テンプル法律学校卒　弁護士（フィラデルフィア州）　昭和

２５年５月第２０号承認（最高裁判所）

ラインハルト・アイゼル（沖縄弁護士会）１９２７．７．１３生　（国籍）独逸　昭和

４７年弁護士登載（ＯＡＭ１）　ツエル高裁第１回司法国家試験合格　同第２回

司法各科試験合格　弁護士（ツエル　沖縄）　琉球米布告第１２号資格所得　昭

和４７年７月第１号承認（最高裁判所）

ロイ・ケンイチ・ナカダ（沖縄弁護士会）１９１８．７．２２生　（国籍）米国　昭和

４７年弁護士登載（ＯＡＭ７）　ハワイ大学卒　オハイオ州シンシナティ法科卒

ハワイ州最高裁判所弁護士試験合格　弁護士（ハワイ）　琉球民政府検事　琉

球米布告１２号資格所得　沖縄外国人弁護士　昭和４７年７月承認第８号（最高裁

判所）

ジャック・デヴィット・トムリンソン（沖縄弁護士会）１９２４．６．２５生　（国籍）

米国　昭和４７年弁護士登載（ＯＡＭ８）　カリフォルニアスタンフォード大学

大学院修了　弁護士（サンフランシスコ）　沖縄外国人弁護士　昭和４７年７月

承認第９号（最高裁判所）



日本近代「法律専門職」における国籍条件
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【表３】同上（グラフ表示）

� ●出生年、◆司法試験合格年、▲日本での弁護士登録年（名簿掲載順）

１９００　　　　１９４５　１９５５　１９６５　１９７５　１９８５ 年

　　●　　　◆　　 ▲
［正会員］
　健　逸

　　●　　　◆　　　　　　　　　▲　李　燧煤
　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　◆　▲　金　敬得
　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　◆　▲　高　博一
　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　◆▲　洪　性模
　　●　　　　　◆　　　　　　　▲　張　有忠
　　　　　●　　　　　　　　　◆▲　平田精甫
　　　　●　　　　　　　　　　　　　　▲　谷添　真

●　　　　　　　　　　▲
［準会員］
レイモンド・ブッシェル

●　　　　　　　　　　▲フランクリン・Ｅ・Ｎ・ウォーレン
　　●　　　　　　　　　▲ジェームス・ビュウェル・アンダーソン
　　　　●　　　　　　　　▲アレキサンダー・Ｄ・カルフーン・Ｊｒ
　　●　　　　　　　　▲トーマス・レスター・ブレークモア
●　　　　　　　　　　▲エルマー・Ｅ・ウェルティ
　　　　●　　　　　　▲ジェームス・S・足立
　　　　●　　　　　　　▲楊　永裕
　　　　●　　　　　　　▲ジョン・ベル・クリステンセン
　　　●　　　　　　　　▲マイケル・A・ブラウン
　　　　●　　　　　　　▲フランシス・Y・蘇木
　　　　●　　　　　　　　▲ダン・F・ヘンダーソン
　　　　　●　　　　　　　▲リチャード・ウィリアム・ラビノウィッツ
　　　　　●　　　　　　　▲ウォーレン・G・シミオール
　　　　●　　　　　　　　▲毛利一雄
　　●　　　　　　　　▲ジョン・ジェー・ジェンテイレラ
　　　　　　●　　　　　　　　　　　　▲ラインハルト・アインゼル
　　　　　●　　　　　　　　　　　　　▲ロイ・ケンイチ・ナカダ
　　　　　　●　　　　　　　　　　　　▲ジャック・デビット・トムリンソン

注記：１万余人の正会員の中には改姓、国籍・出身地不掲載の会員があり、この表は
必ずしもすべての「外国人弁護士会員」を網羅してはいない。また、その間に
死亡もしくは退会した者も多数いたと考えられる。とはいえ、次のことが確認
できる。

　　①正会員の外国籍保有もしくは外国出身弁護士には、戦前の高等試験司法科試験
合格者として弁護士会によって登録が認められたと推定される者（５名）と、
１９７５年以降、司法試験に合格し司法修習生に採用され、弁護士登録を果たした



論　　　説
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【表４】現在の日本弁護士連合会（日弁連）会員の構成

（２００７年２月１日現在。日弁連ＨＰなどを参照。

　　������������	
�	���������������������������	�
��������������）

ａ）弁護士会５２会：１９４９（昭２４）年設立当時、全国４９の地方裁判所管轄区域ご

とに設置（東京のみ３会）され、その数は５１会。１９７２（昭４７）年の沖縄施

政権返還に伴って沖縄弁護士会が加入、現在は５２会。

ｂ）弁護士２３，１６３名：弁護士となる資格を有する者は、入会しようとする弁護

士会を通じて日弁連に弁護士登録を請求し、日弁連に備えた「弁護士名簿」

に登録されることによって弁護士となり、同時に当然に日弁連の会員にな

る。この中には、金敬得氏以来、外国籍のままで司法研修生に採用され弁

護士となっている約４０名も含まれる。

ｃ）弁護士法人２１９法人：２００２（平１４）年より弁護士法人の設立を許可。成立

時に、地域の弁護士会の会員となり、同時に日弁連の会員となる。

ｄ）準会員４名：準会員は、外国の弁護士となる資格を有し、かつ日本国の法

律について相当の知識を有する者で最高裁判所の承認を受けた外国人弁護

士。この制度は、すでに１９５５（昭３０）年の弁護士法の一部改正（弁護士法

７条の削除）で廃止。改正前に最高裁判所に承認されている外国弁護士は、

従前の例によって「準会員」としてその後も弁護士の業務が可能。

ｅ）沖縄特別会員１１名：沖縄施政権の返還に伴って、一定の要件の下に弁護士

業務を行うことを認められた沖縄弁護士。

ｆ）外国特別会員（外国法事務弁護士）２５８名：１９８６（昭６１）年制定の「外国

弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」に明記されている諸

条件（外国の弁護士資格保持、一定年数外国での実務経験、など）を満た

し、法務大臣から日本で外国の法律に関する法律事務を行うことを承認さ

れ、日弁連の「外国法事務弁護士名簿」に登録している「外国法事務弁護

士」。アメリカ、��などからの強い圧力に屈して実現。

者（３名）がある。
　　②準会員の大部分は占領下もしくは１９５５年の弁護士法第７条削除の直前に最高裁判

所によって資格を認められた者１６名）であり、１９７０年代沖縄の本土復帰に伴い
日本弁護士会に登録を認められた者（３名）がそれに加わっている。

　　③いずれにしても、日本弁護士会の中ではごく僅かの数に留まっていた（０．２７％）。


